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平成２４年１２月１１日判決言渡  

平成２４年（ネ）第１００６１号 損害賠償請求控訴事件 

（原審・東京地方裁判所 平成２２年（ワ）第３３４９７号） 

平成２４年１０月１１日 口頭弁論終結 

判        決 

 

        控     訴     人   株 式 会 社 Ｉ Ａ Ｃ 

 

 

控     訴     人   株 式 会 社 ブ ル ー ベ ア 

 

上記両名訴訟代理人弁護士   高   橋   敬 一 郎 

 

被 控 訴 人   株式会社エフジス都市研究所 

 

      訴 訟 代 理 人 弁 護 士   石   川   順   子 

      同              白   井       劍 

             主        文 

１ 本件控訴をいずれも棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人らの負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

当事者の表記について，控訴人株式会社ＩＡＣを「原告ＩＡＣ」と，控訴人株式

会社ブルーベアを「原告ブルーベア」と，被控訴人を「被告」という。第１審にお

いて用いられた略語は，当審においてもそのまま用いる。 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決を取り消す。 
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 ２ 被告は，原告ＩＡＣに対し，４８万円及びこれに対する平成２１年８月２日

から支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。 

 ３ 被告は，原告ブルーベアに対し，２０９万００９６円及びこれに対する平成

２１年８月２日から支払済みまで年６パーセントの割合による金員を支払え。 

 ４ 訴訟費用は，第１，２審とも被告の負担とする。 

第２ 事案の概要及び当事者の主張等 

 １ 事案の概要 

原審の経緯は，以下のとおりである。 

原告らは，平成２１年１月２０日，被告及び株式会社同友館（以下「同友館」と

いう。）との間において，東京商工会議所等が主催する eco 検定（環境社会検定試験）

対策のための e ラーニング講座「eco 検定最短合格講座」（以下「本件商品」という。）

の制作・販売事業に関する契約（以下「本件契約」という。）を締結した。原告らは，

被告が作成した原稿（以下「本件原稿」という。）に第三者の著作権を侵害する記載

があり，また，被告が著作権侵害に関する調査及び報告義務を果たさなかったとし

て，被告に対し，債務不履行又は不法行為に基づく損害金の支払を求めた。これに

対し，被告は，納品した原稿の一部に第三者が作成したインターネット上の記事（ウ

ィキペディア等）などを転用した部分はあるものの，これらは著作権侵害に当たら

ない，また，被告は上記契約において，具体的な調査報告義務を負うものではなく，

仮にこれを負うとしても，その義務を果たしていると主張して，争った。 

原審は， 

(1)ア 本件商品のような教材では，既存の著作物やこれに依拠して創作された著

作物と同一性を有する部分が，関連する法令や概念の意味内容，これから当然に導

かれる一般的な解釈や知見，実務上の運用，歴史的事実等から当然に導かれる事柄

であったり，客観的事実についての摘示・説明にすぎない場合やありふれた表現の

場合には，個性を表出することができず，表現上の創作性のない部分というべきで

あり，創作的に表現した部分において同一性を有するとはいえないから，これらの
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説明や解説等が独自の観点からの説明や解説，あるいは整理要約がなされていたり，

個性的な表現があるといった場合でないかぎり，既存の著作物の複製権あるいは翻

案権侵害には当たらない， 

イ 本件原稿の表現についてみると，インターネット上の記事の表現を引用して

いる部分があるものの，いずれも①環境関連法令などの目的・由来や成立の経緯等，

②法令の内容や定義，③化学物質等の定義，特性・特質，用途，影響，④統計や数

値，客観的な事実，⑤書籍の著者や概要，⑥その他環境用語の定義を，図表などを

用いることなく簡潔に記載したもので，これらの表現はありふれた表現であり，第

三者の著作物の著作権を侵害していると認めることはできない， 

(2) 上記のとおり，本件において著作権侵害は認められないところ，被告には，

著作権侵害の疑いがあるものすべてについて調査報告義務があるとはいえず，どの

ような場合に調査報告が必要となるのか，また，調査報告の範囲，程度等について

も不明確である上，仮に原告らが主張するような調査報告義務に類する義務が一定

の場合に生じる余地があるとしても，被告に同義務違反は認められない， 

として原告らの請求をいずれも棄却した。 

２ 前提事実 

原判決の「事実及び理由」欄の「第２ 事案の概要」の「１ 前提事実」（原判

決２頁１２行目ないし３頁２４行目）記載のとおりであるから，これを引用する。 

３ 争点及び当事者の主張 

次のとおり，当審における主張を付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄

の「第２ 事案の概要」の「２ 争点及び当事者の主張」（原判決３頁２５行目ない

し６頁１９行目）記載のとおりであるから，これを引用する。 

(1) 原告らの主張 

ア 著作権侵害の存否について 

ある特定の文章が著作権法により保護されるか否かは，個別具体的に検討すべき

である。客観的事実の説明文について表現の幅が狭くなることは否定できないとし
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ても，創作性が一切否定されるわけではない。例えば，原判決別紙著作対比表１３，

３１の「ダイオキシン」に関する記載についてみると，執筆者の主観ないし考えに

よって結論が異なることが示唆されており，表現の幅が広がることにより創作性が

肯定される。したがって，原判決の判断は誤りである。 

イ 調査報告義務違反について 

原告らが被告に対して要求した調査は，著作権法違反か否かの法的判断ではなく，

インターネット上の記事をそのまま記載した原稿の有無の調査である。また，ウィ

キペディアなどの記事をそのまま引用することは，何らその信用性について担保さ

れていないことを意味するから，被告が上記調査義務を懈怠することは，本件商品

に対する信用性も毀損することになる。なお，被告は，原告らが平成２１年６月２

日に指摘した原稿の問題点について，何ら対応をせず，その後の原告らとの協議も

拒絶しており，調査義務を履行していない。 

ウ 予備的主張 

仮に，本件原稿が第三者の著作物の著作権を侵害していないとしても，インター

ネット上の記事をそのままコピー・ペーストしただけの教材を販売することが，他

人の執筆の成果物を不正に利用して利益を得たと評価される場合，公正な競争とし

て社会的に許容される限度を超えるものとして不法行為を構成することとなり，そ

の結果，原告らの信用が毀損される。その責任は，本件原稿を作成した被告が負う

べきであり，被告は，原告らに対し，債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償

義務を負う。 

(2) 被告の反論 

ア 著作権侵害の存否に対して 

著作権法によって保護される著作物は，その表現そのものが創作的であることを

要するところ，原告らが著作物に当たると主張する，原判決別紙著作対比表１３，

３１の「ダイオキシン」に関する記載は，いずれも用語，法律，制度の説明であり，

それ自体には創作性は認められない。また，原告らの上記主張は，単にダイオキシ
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ン類の定義についての学問的思想の相違に関するものであり，表現の幅に関するも

のではない。さらに，ある事象の表現方法に幅があるとしても，直ちに当該表現そ

れ自体に創作性があることにはならない。 

イ 調査報告義務違反に対して 

原告らは，調査報告義務の内容について，本件原稿における著作権侵害の存否と

の主張から，インターネット上の記事をそのまま記載した原稿の有無の調査へと主

張を変遷させている。また，本件原稿の信用性については，環境問題の専門家であ

る被告代表者自らが確認している。なお，被告は，原告らが平成２１年６月２日に

指摘した原稿の問題点について，調査義務の有無にかかわらず，執筆者全員に点検

と必要箇所の訂正を指示し，被告代表者自ら原稿を書き直すなどして，誠実に対応

していたが，原告らとの協議の機会を設けることができないまま，訂正の時期を逸

したものである。 

ウ 予備的主張に対して 

他人の執筆の成果物を不正に利用して利益を得たと評価される場合に，執筆者と

の関係で不法行為が成立するとしても，執筆者以外の者との関係で直ちに損害賠償

義務が生じることはない。原告らは，被告の行為によって信用を毀損されていない。

そもそも，原告らが主張する損害は，原稿データの加工費や販売打ち合わせに要し

た経費等であって，信用毀損による損害ではない。 

第３ 当裁判所の判断 

 当裁判所は，本件控訴はいずれも理由がないと判断する。その理由は，次のとお

り付加するほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」（原判

決６頁２０行目ないし１１頁２１行目）記載のとおりであるから，これを引用する。 

１ 著作権侵害の存否について 

原告らは，原判決別紙著作対比表１３，３１の「ダイオキシン」に関する記載に

ついて，執筆者の主観ないし考えによって結論が異なることが示唆されており，表

現の幅が広がることにより創作性が肯定される，と主張する。 
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しかし，原告ら指摘の上記記載は，用語の解説や，化学物質の特性，人体に対す

る影響等についての一般的な知見に関する部分であって（上記著作対比表），仮に執

筆者の主観ないし考え，あるいはこれに基づく結論に幅があり得るとしても，それ

自体は思想，感情若しくはアイデアなど表現それ自体でない部分であり，表現自体

が創作性のない既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に著作権侵害が成立

しないことに変わりはない。したがって，原告らの上記主張は採用することができ

ず，その他，原判決の著作権侵害の存否に関する判断に誤りはない。 

２ 調査報告義務違反について 

原告らは，原告らが被告に対して要求した調査は，著作権法違反か否かの法的判

断ではなく，インターネット上の記事をそのまま記載した原稿の有無の調査である，

ウィキペディアなどの記事をそのまま引用することは，何らその信用性について担

保されていないことを意味するから，被告が上記調査義務を懈怠することは，本件

商品に対する信用性も毀損することになる，と主張する。 

しかし，本件契約には，被告は，本件商品の原稿データについて，「他の類似物の

著作権に関わらないように・・作成しなければならない」（本件契約第６条２項）と

規定されているのみであり，本件契約が民法上の準委任契約や請負契約に当たると

認めることもできないから，上記契約条項や民法上の規定に基づき，被告が原告ら

に対し，執筆者がインターネット上の記事をそのまま原稿に記載したか否かについ

て包括的な調査義務を負っているものと解することはできない。また，本件全証拠

によるも，本件原稿の記載自体に誤りがあると認めるに足りる証拠は存在しない。 

なお，証拠（乙１３～１５，１７，１８，２６）及び弁論の全趣旨によれば，①

被告は，原告らが平成２１年６月２日に指摘した原稿の問題点について，同日，原

告ブルーベアの代表取締役Ａからのメール及びこれに対する返信内容を，執筆者全

員に転送したこと，②これに対し，原判決別紙著作対比表の「原稿（２－１）欄」

及び「原稿（２－８）欄」の記載を執筆したＢから，原稿データの取り違いをした

可能性がある旨の連絡を受けたこと，③翌３日，Ｂから，上記原稿の訂正版の送付
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を受けたこと，④にもかかわらず，本件商品の販売方法ないし本件契約の継続等を

巡って原告らとの間で紛糾したため，上記訂正原稿を原告らに提供しなかったもの

と認められ，原告らの指摘に対して，何ら対応をしなかったとはいえない。 

以上によれば，原告らの上記主張は採用することができず，その他，原判決の調

査報告義務違反に関する判断に誤りはない。 

３ 予備的主張 

原告らは，予備的主張として，インターネット上の記事をそのままコピー・ペー

ストしただけの教材を販売することが，他人の執筆の成果物を不正に利用して利益

を得たと評価される場合，公正な競争として社会的に許容される限度を超えるもの

として不法行為を構成することとなり，その結果，原告らの信用が毀損されるとこ

ろ，その責任は，本件原稿を作成した被告が負うべきである，と主張する。 

しかし，本件全証拠によるも，原告らが本件契約を解除したとする時点において，

本件商品を販売したことが，他人の執筆の成果物を不正に利用して利益を得たと評

価され，これが公正な競争として社会的に許容される限度を超えるものとなってい

たとか，これにより原告らの信用が毀損されたと認めるに足りる証拠は存在しない。 

したがって，原告らの上記予備的主張も失当である。 

第４ 結論 

以上のとおり，本件控訴はいずれも理由がないから，これを棄却することとし，

主文のとおり判決する。 

 

    知的財産高等裁判所第３部 

 

 

 

裁判長裁判官                     

                   芝   田   俊   文 
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           裁判官                      

                   西       理   香 

 

 

 

裁判官                     

        知   野       明 


